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企業と雇用システム 

２０１６年１２月１６日 

講師：髙田好章 

第１１回 さまざまな働き方 ～公務労働を中心に～ 

 

○前回アンケートの質問・要望から： 

 

◎今回の概要： 

企業に雇われて働くことは、一般的には民間企業・私企業で働くことを指しています。しかし、働く

場にはそれ以外に国・地方自治体等があり、労働者はそこでは公務労働者として働きます。またＮＰＯ

やＮＧＯで働くこともあります。このように様々な働く場がありますが、今回は、特に公務労働者を中

心に、そこで何が起きているのか見ます。 

 

◎官製ワーキングプア 

○非正規公務員 

・公務員約４００万人弱：国家公務員約９０万人弱、うち特別職３０万人・一般職６０万人 

地方公務員約３００万人 （２００７年調査） ※ただし、非正規職員は含まず 

・国の非正規職員２０万から３０万人、地方公務員の非正規は１００万人超と推計（布施哲也推計） 

・公務員の三人に一人は、非正規の職員 ：公務員は労働者なのか、公務員にスト権はあるのか 

○自治体非常勤職員 

・非正規職員：臨時職員・嘱託・再任用：非正規率３３．１％、推計７０万人（２０１２年自治労調査） 

非正規率は民間並み： 非正規が正規を上回る自治体は調査回答自治体の１割８０団体 

・最も非正規率の高い職種：学童保育指導員９２．８％、消費生活相談員８６．３％ 

・非正規職の特徴：自治体が直接提供する公共サービスの主要な担い手 

・給与：時給９００円未満、月給１６万円未満が過半数、年収２００万円弱、ワーキングプア状態 

・任用期間は大半１年以内： 担当部局が任意で採用 

・非正規賃金は、「物品費」の科目に計上： 正規から非正規への置換で、見かけ上の「人件費」は削減 

○教員の非正規化 

・定数内臨時教員：任期は建前上１年を超えない：１日の空白 

・再任用決定は新年度が始まる３～４日前： 臨時教員の賃金収入は正規教員の半分 

 

◎民間委託 

○指定管理者制度：２００３年に地方自治法の改正で生まれた制度 

・あらゆる施設が対象：ハコ物の維持管理業務を民間に移行：大幅な経費削減 

・委託料は市職員の人件費総額以下： 委託先企業人件費は、正職員・嘱託・臨時職員以下の賃金 

・入札による際限のないダンピング競争、賃金へ影響 ： 指定管理者制度で多発するトラブル 

○民間企業への業務委託 

・警備・清掃・給食・保育所運営業務など： 自治体出資企業もあり： 偽装請負問題が発生 
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◎公務労働における内からの雇用劣化と外への雇用劣化 

○公務員と民間企業での非正規化・雇用の外部化の類似性 

・内からの雇用劣化：職員の非正規化   ＝ 民間：正社員の非正規化 

・外への雇用劣化 ：民間委託・業務委託 ＝ 民間：下請、人材ビジネス（派遣・請負）利用 

 

◎公契約条例 

○ＩＬＯ９４条：１９４９年：公契約における労働条項に関する条約：６２か国批准、日本は未批准 

・「公的事業で得る企業は、労働者に人間らしい労働条件を保証すべきである」 

○各地の公契約条例制定 

・山形県公共調達基本条例：２００８年６月 ・千葉県野田市公契約条例制定：２００９年９月 

 

◎最近の２つの問題：保育労働と介護労働をみる 

○保育士問題 

・待機児童、隠れ待機児童：保育士たりない・保育士のなり手がいない・保育士を辞めたい 

・保育士配置緩和：現場、緩和に戸惑い、基準見直し危険、保育士負担増 

○介護士問題 

・介護職員不足：定着せず、平均勤続年数４割が３年未満：給与は低水準：高齢者施設で虐待最多 

・介護は外国人が頼みの綱：入管法改正で介護福祉士への留学生急増 

 

◎最近の新聞記事から 

 

◎ビデオ 

クローズアップ現代  広がる“労働崩壊”～公共サービスの担い手に何が～ 

２０１６年２月２２日 ＮＨＫ    約２２分 
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◎次回の講義予定： 

１２月２３日：第１２回：雇用の流動化と労働規制緩和政策（予定） 

 １月 ６日：第１３回：企業と雇用システム・まとめ１：日本的雇用慣行と非正規化 

 １月１３日：第１４回：企業と雇用システム・まとめ２：働きすぎと性別分業 


